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衆
議
院
議
員
田
代
文
久
君
提
出
生
活
保
護
費
及
び
兒
童
保
護
関
係
経
費
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
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の 
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五
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一
、
生
活
保
護
費
國
庫
負
担
金
配
賦
に
関
す
る
件 

生
活
保
護
法
の
適
正
な
運
営
を
期
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
が
財
源
と
な
る
國
庫
負
担
金
の
配
賦
を
迅
速
適
確
に
行
う
こ

と
が
最
も
肝
要
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
一
定
の
事
務
取
扱
要
領
を
定
め
、
そ
の
指
針
に
則
つ
て
実
施
し
て
い 

る
。
即
ち
都
道
府
縣
よ
り
毎
月
の
支
出
実
績
報
告
を
翌
月
中
に
、
又
各
四
半
期
毎
の
経
理
状
況
報
告
を
翌
月
中
に
夫
々
提

出
せ
し
め
て
、
そ
れ
ら
の
資
料
に
基
づ
き
市
町
村
に
お
け
る
毎
月
の
支
拂
に
支
障
を
生
じ
な
い
よ
う
概
算
交
付
に
万
全
を

期
し
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
配
賦
の
時
期
は
特
別
の
場
合
を
除
き
、
概
ね
次
の
四
回
と
な
つ
て
い
る
。 

四
月
―
七
月
分 

 
 

 
 

四
月 

八
月
―
十
月
分 

 
 

 
 

七
月 

十
一
月
―
一
月
分 

 
 

 

十
月 

衆
議
院
議
員
田
代
文
久
君
提
出
生
活
保
護
費
及
び
兒
童
保
護
関
係
経
費
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

期 
 

 

間 
 

 
 

配
賦
時
期 

一 

 



二
、
兒
童
保
護
費
の
各
都
道
府
縣
に
対
す
る
配
分
基
準
に
関
す
る
件 

次
に
設
備
費
に
つ
い
て
は
毎
年
四
月
末
日
ま
で
に
所
定
の
樣
式
に
よ
り
厚
生
省
へ
協
議
し
、
こ
の
協
議
の
あ
つ
た
も
の

に
つ
き
、
こ
の
地
方
に
お
け
る
人
口
、
保
護
を
要
す
る
者
の
数
、
同
種
施
設
の
分
布
状
況
、
周
囲
の
環
境
、
そ
の
他
そ
の

設
備
が
最
低
基
準
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
等
に
つ
い
て
調
査
檢
討
の
上
、
適
切
な
る
も
の
に
は
承
諾
を
與
え
る
と
同
時
に 

保
護
費(

設
備
費
を
除
く)

の
支
出
は
厚
生
省
に
お
い
て
施
設
の
種
類
及
び
そ
の
取
扱
人
員
に
應
じ
夫
々
支
出
の
限
度
を

定
め
て
お
り
、
各
都
道
府
縣
は
こ
の
限
度
の
範
囲
内
に
お
い
て
個
々
施
設
に
つ
い
て
夫
々
の
具
体
的
実
情
に
應
じ
更
に
限

度
を
設
定
し
て
い
る
。
こ
の
限
度
を
基
準
と
し
て
各
都
道
府
縣
は
毎
年
二
月
末
日
ま
で
に
翌
年
度
の
保
護
費
收
支
予
定
計

算
書
を
作
成
し
送
付
す
る
こ
と
に
な
つ
て
お
る
の
で
、
こ
の
所
要
額
を
檢
討
し
、
過
去
に
お
け
る
保
護
の
実
績(

各
都
道

府
縣
よ
り
毎
年
度
四
半
期
毎
に
翌
期
の
最
初
の
月
の
十
五
日
ま
で
に
所
定
の
樣
式
に
よ
り
経
理
状
況
調
及
び
事
務
費
実
績

表
等
を
提
出
さ
せ
る)

等
を
考
慮
勘
案
の
上
三
箇
月
分
ず
つ
概
算
配
賦
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。 

二
月
―
三
月
分 

 
 

 
 

一
月 

二 

 



 

三 

そ
の
施
設
設
置
者
よ
り
國
庫
補
助
申
請
書
を
提
出
せ
し
め
、
こ
れ
に
対
し
補
助
額
を
決
定
し
、
工
事
着
工
時
期
並
び
に
竣

工
時
期
等
を
考
慮
し
て
一
期
乃
至
四
期
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
各
都
道
府
縣
に
配
分
す
る
こ
と
に
致
し
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




